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小野市学校施設長寿命化計画改定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本市では、平成３１年２月に「小野市学校施設長寿命化計画」を策定した

ところだが、策定後８年目を迎え、社会情勢の変化や学校施設を取り巻くニ

ーズの変化、また、将来の児童・生徒数の推移等に柔軟に対応するため、こ

の度、現行計画の見直し、改定を行う。 

改定に際しては、豊富な経験と高い専門知識を有する業者から企画提案を

募集し、本業務を委託する上で最も適した業者を契約候補者として特定する

ため、プロポーザル方式により選定を行うものとする。 

 

２ 業務概要 

（１）名称 

小野市学校施設長寿命化計画改定業務委託 

（２）業務内容 

別紙「小野市学校施設長寿命化計画改定業務委託仕様書」のとおり 

（３）業務期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

３ 予定価格（見積限度額） 

９，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※見積書の金額が、予定価格(見積限度額)を超過した場合は参加資格を失う

ものとする。 

※上記金額は契約金額を示すものではない。 

 

４ 実施形式等 

公募型プロポーザル方式 

 

５ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とす

る。なお、参加資格の基準日は、参加表明書提出日とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

（２）会社更生法、民事再生法等の規定に基づき、更正又は再生等手続き開始

の申し立てがなされている者でないこと。 

（３）政治活動、宗教活動を主たる目的としている者でないこと。 
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（４）国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

（５）小野市建設工事等における入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加

停止措置を受けている者でないこと。 

（６）小野市暴力団排除条例に基づく排除措置対象法人等に該当する者でない

こと。 

（７）令和７年度までに、地方公共団体が発注した「文部科学省インフラ長寿

命化計画（行動計画）(令和３年３月)」に基づく同種業務の受注実績

（既に履行が完了しているもの。）を有すること。 

（８）業務期間を通して、本業務に従事できる管理技術者及び担当技術者を配

置できること。 

 

６ プロポーザル参加申込書の提出 

プロポーザルに応募する事業者は、参加申込書及び指定された書類を提出

するものとする。 

（１）申込方法 

①提出期限：令和８年６月１１日（木）※必着 

②受付時間：午前８時４５分～午後５時１５分まで（開庁時間） 

③提出書類 

以下の書類を、インデックスを付けて、Ａ４ファイルで提出すること。 

 書 類 名 様 式 備 考 

１ 参加申込書 様式第１号  

２ 誓約書 様式第２号  

３ 会社の業務実績書 様式第３号  

４ 業務実施体制調書 様式第４号  

 

（２）提出部数 

１部 

（３）提出場所 

担当窓口（９ページに記載）まで提出すること。 

（４）提出方法 

持参又は郵送による（必着）。郵送の場合は、必ず電話にて担当窓口まで

到達確認を行うこと。 

 

７ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに対する質問方法及び回答については，以下のとおりとす

る。 
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（１）提出期限 

令和８年６月２日（火）午後５時１５分まで ※必着 

（２）質問方法 

電子メール又はＦＡＸにより、書面（任意様式）で提出すること。書面

以外でなされた質問に対しては回答しない。なお、提出後は必ず電話に

て担当窓口まで到達確認を行うこと。 

（３）回答方法 

令和８年６月８日（月）、ホームページに掲載する予定である。 

なお、質問に対する回答は、本要領を補足するものとする。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

令和８年６月２２日（月）午後５時１５分まで ※必着 

（２）提出書類 

以下の書類を、インデックスを付けて、Ａ４ファイルで提出すること。 

 

 書 類 名 備 考 

１ 
企画提案書 

（任意様式） 

・提出者名を表記した表紙及び目次を添付

すること 

・枚数は、表紙及び目次を除き、Ａ４版 

２０ページ以内（両面換算１０枚）とす

る。Ａ３版を含むことも可とするが、そ

の場合は、Ａ４版２ページ分と見なす。 

・提案者を特定できるような記述、表示を

してならない（表紙を除く） 

≪提案内容≫ 

①業務実施方針 

②仕様書「６．業務内容」について、審査

要領等を踏まえて、どのようにアプロー

チするのか、工夫するポイント等を具体

的に記載すること。実行性のある改定と

するため、また実効的なメンテナンスサ

イクルを確立するための独自提案も可と

するが、その場合は、独自提案である旨

を明記するとともに、有償の有無を記載

すること。 
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③業務工程表（本市と提案者の役割分担を

明示すること） 

２ 
見積書 

（任意様式） 

・見積額は税込み金額とすること。また、

消費税相当額が分かるように明記するこ

と。 

・具体的な積算内訳が分かる資料を添付す

ること。 

 

（３）提出部数 

８部（正本１部、副本７部） 

※カラー印刷を含む場合は、副本もカラー印刷とすること。 

※見積書の提出は正本のみで可 

（４）提出場所 

担当窓口（８ページに記載）まで提出すること。 

（５）提出方法 

持参又は郵送による（必着）。郵送の場合は、必ず電話にて担当窓口まで 

到達確認を行うこと。 

（６）その他 

企画提案書の記載内容について、確認の問い合わせを行う場合がある。 

 

９ 全体スケジュール 

公募開始から契約締結までのスケジュールは、以下のとおりとする。な

お、受付等は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日には行わない。 

 

内 容 日 程 

実施要領等の公示（公募開始） 令和８年５月２２日（金） 

質問書受付 令和８年６月 ２日（火） 

午後５時１５分まで 

質問書に対する回答（ＨＰに公開） 令和８年６月 ８日（月）予定 

参加申込書等の受付 令和８年６月１１日（木） 

午後５時１５分まで 

一次審査の結果通知 令和８年６月１５日（月）予定 

企画提案書等の提出 令和８年６月２２日（月） 

午後５時１５分まで 

企画提案書等の審査 令和８年６月２９日（月） 
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（プレゼンテーション） 

二次審査の結果通知 令和８年７月 １日（水）予定 

契約締結 令和８年７月上旬（予定） 

※スケジュールに変更が生じた場合は、ホームページに掲載する。 

 

１０ 審査方法 

庁内に「小野市プロポーザル方式事業者選定委員会」（以下「選定委員会」

という。）を設置し、別紙の「審査要領」に基づき、書類審査及びヒアリング

等による審査を行い、契約候補者を選定する。なお、審査は二段階方式で実

施する。 

（１）一次審査（書類審査） 

「審査要領」に基づき、提出書類により審査を行い、評価点の高いも

のから３事業者程度を一次審査通過者として選定する。審査結果は、電

子メールにより書面にて応募者に通知する。なお、応募者が３事業者以

下であった場合は、一次審査は行わないものとし、二次審査において併

せて審査するものとする。 

 

評価項目と評価基準 

評 価 項 目 評 価 基 準 配 点 

会社の業務実績 過去５年間に完了させ

た同種業務の実績数

（地方公共団体が発注

したもの） 

４点 

業務実施体制 従事予定者数及び担当

技術者の資格 

６点 

管理技術者の業務実績 完了させた同種業務の

実績数（地方公共団体

が発注したもの） 

５点 

担当技術者の業務実績 完了させた同種業務の

実績数（地方公共団体

が発注したもの） 

５点 

計 ２０点 

 

（２）二次審査（ヒアリング審査） 

一次審査通過者に対して、「審査要領」に基づき、選定委員会による二次審

査を実施する。具体的には、選定委員会がプレゼンテーション及びヒアリン
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グを通じて以下に示す評価項目の提案内容を審査する。なお、価格提案につ

いては、プレゼンテーション及びヒアリングの対象外とする。 

審査結果は、電子メールにより書面にて二次審査対象者に通知するものと

する。 

 

評価項目と評価基準 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点 

一次審査の評価点 － ２０点 

企
画
提
案
書 

業務実施方針 

・業務の理解度及び取り組み意

欲、発注者を支援する姿勢 

・業務実施体制（本業務を円滑

に実施する体制が組まれてい

るか） 

・実行性のある計画に改定する

ための的確な手順、手法が提

案されているか。 

１０点 

企画提案 

小中学校、特別支援学校、幼稚

園の実態を把握する上で、的確

な手法が具体的に提案されてい

るか。有益な成果が見込まれる

提案がなされているか。 

５点 

効率的・効果的な施設整備を進

めていく上で、有益な提案がな

されているか。また、実施計画

の見直しに関して、トータルコ

ストの圧縮や平準化に資する有

効な提案がなされているか。 

５点 

  整備方針・整備水準の見直しや

詳細な検討を行う上で、耐用年

数の考え方の整理等も含め、的

確な手法が具体的に提案されて

いるか。事業者独自の有益で実

現性のある提案がなされている

か。 

５点 

 
業務工程表 

・各業務項目が順序立てて整理

され、全体スケジュールが適切
５点 
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且つ具体的に組まれているか。 

・各工程で想定される業務量が

適切に工程計画に反映されてい

るか。 

価格提案 
見積書の受注予定額について評

価する。 
５０点 

計 １００点 

 

（３）プレゼンテーション及びヒアリングについて 

以下のとおり、一次審査通過者ごとにヒアリングを行う。 

①実施場所 

一次審査通過者選定後、別途通知する。 

②出席者 

配置予定の管理技術者の出席は必須とし、パソコン操作者を含めて４

名以内とする。 

③実施方法等 

    ・「業務実施方針」、「企画提案」及び「業務工程表」の内容につい

て、説明時間２５分以内で説明すること（準備時間は含まない）。

その後、２５分程度の質疑応答を行う。 

    ・説明の際、パワーポイントの使用を可とする。スクリーン、プロジ

ェクターは事務局側で用意するが、パソコンは事業者側で準備する

こと。 

    ・事前に提出した企画提案書等の内容の修正は認めない。ヒアリング

時の追加資料の提出及び提示も認めない。 

 

１１ 契約候補者の公表 

契約候補者選定後、速やかに次に掲げる事項をホームページに公表する。 

（１）業務名及び業務概要 

（２）契約候補者を選定した日 

（３）契約候補者の名称及び所在地、契約候補者の評価点 

（４）応募者数 

（５）その他必要な事項 

 

１２ 契約手続き 

（１）契約候補者に選定された事業者と本市との間で業務内容について再度調

整を行い、協議が整った場合に委託契約を締結する。なお、協議が不調



- 8 - 

 

となった場合（失格事項に該当することが認められた場合を含む。）

は、選定委員会により上位に順位付けられた事業者から順に契約締結に

向けた協議を行うものとする。 

（２）協議を行う場合でも契約金額については価格提案した金額以内とする。 

（３）本業務の実施にあたっては、採択された企画提案書を基にして詳細を協

議するが、日程や内容等について、必要に応じて修正して実施する場合

もありうる。 

（４）受注者は、本契約に基づく業務を第三者に委託してはならないものとす

る。ただし、あらかじめ再委託する相手方の住所、事業者名、再委託を

行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した

書面を本市に提出し、市の承認を得た場合はこの限りではない。 

（５）後記１３に記載した失格事項に該当することが発覚した場合は、契約締

結後においても契約を解除することができるものとする。 

 

１３ 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出書類が、次のいずれかに該当する場合

は、その提案を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていないことが判明したもの。 

（２）提出期限、提出方法、提出場所、所定の様式を守らなかったもの。 

（３）提出書類に虚偽の記載があったもの。 

（４）審査を行う委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めたも

の。 

（５）審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があったもの。 

（６）選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行ったもの。 

 

１４ その他留意事項 

（１）参加にあたって必要となる費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）提出された書類は、本プロポーザルの手続きによる事業者の選定以外の

目的では使用しない。ただし、本件に係る情報公開請求があった場合に

は、小野市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき取り扱うこと

とする。 

（４）提出された書類は、本プロポーザル手続きのため、必要な範囲内におい

て複製することがある。 

（５）書類提出後、原則、書類の追加・差し替え・修正は認めない。 

（６）書類提出後、原則、業務実施体制、管理技術者及び担当技術者の変更は
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認めない。 

（７）企画提案書に含まれる著作権、特許権等、日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任

は、事業者の負担とする。 

（８）企画提案書の著作権は事業者に帰属するが、契約した事業者の企画提案

書の著作権は、市に帰属するものとする。 

（９）価格提案を除く評価点の合計が３０点に満たない場合、契約候補者とし

て選定しない。 

（10）参加者が１事業者であった場合でも、価格提案を除く評価点の合計が 

３０点以上であれば、当該事業者を契約候補者として選定する。 

（11）企画提案（１５点）の評価点が著しく低く、業務遂行に支障があると認

められる場合は、契約候補者に選定しないことがある。 

（12）参加者は、契約候補者選定後において、実施要領等の内容の不明又は錯

誤を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

１５ 担当窓口 

部署名：小野市教育委員会事務局 教育管理部 教育総務課 

住 所：〒675-1380 小野市中島町 531 番地 

Ｔｅｌ：０７９４－６３－１０１５（ダイヤルイン） 

Ｆａｘ：０７９４－６３－１８４２ 

Ｅ－ｍａｉｌ： kyoiku@city.ono.hyogo.jp 
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資 料 

●小野市学校施設長寿命化計画改定業務委託に係る公募型プロポーザル実施

要領 

●小野市学校施設長寿命化計画改定業務委託仕様書 

●対象施設一覧 

●様式集 

様 式 の 名 称 様 式 番 号 備 考 

参加申込書 様式第１号  

誓約書 様式第２号  

会社の業務実績書 様式第３号  

業務実施体制調書 様式第４号  

 

関 連 資 料 

●小野市学校施設長寿命化計画 


